
   前橋市建築基準法関係手数料条例の改正について（議案第１４号） 

 

                                建築指導課  

 

１ 改正の理由 

  建築基準法施行令の改正に伴い、所要の改正を行う。 

  

  

２ 内容 

  許可等申請手数料の額を定める規定において、建築基準法施行令の引用条項を改

める。 

  

  

３ 施行期日 

  公布の日 

 


